
お知らせ

新型コロナワクチン接種について
 ワクチン接種は任意です。強制ではありません。
 特例臨時接種実施期間の 和６年３月31日まで、無料で接種できます。

和５年秋開始接種について
　 和５年秋開始接種は生後６か月以上のすべての方を対象に、前回の接種から３か月以上
あけて、オミクロン株（XBB.1.5）の１価ワクチンを接種できます。
　 和５年９月20日から 和６年３月末の期間に、一人１回限り受けることができます。

初回接種未完了の方
　生後６か月～４歳の方（乳幼児）、５～11歳の方（小児）、12歳以上で未接種の方は、年
度を通じて接種することが可能です。
　初回接種にもオミクロン株（XBB.1.5）の１価ワクチンを使用します。

接種日程（１月）

場所 接種日
※休診日を除く 受付時間 ワクチン 対象

河原クリニック 月・火・水・金 16時00分～17時00分
ファイザー（XBB.1.5）

12歳以上
小坂内科医院 火・木 16時00分～16時30分 12歳以上
豊田内科医院 水・木・土 10時00分～11時00分 高校生以上
　接種を希望される方は、坂町コロナワクチン予約窓口までお電話いただくか、Web予約を
ご利用ください。医療機関へのお問い合わせはご遠慮ください。
　予約は先着順です。空き状況によっては、ご希望に添えない場合があります。
　 和６年１月以降、町民センター・小屋浦ふれあいセンター・済生会広島病院での接種の
予定はありません。

第一三共社ワクチンについて
　 和５年12月、第一三共社のオミクロン株（ＸＢＢ.1.5）の１価ワクチンが薬事承認され
ました。
　12歳以上の方の追加接種に使用できます。ファイザー社やモデルナ社のコロナワクチンに
用いられているｍＲＮＡワクチンと呼ばれる種類のワクチンです。

次の方は、コロナワクチン予約窓口までお問い合わせください
　・第一三共社ワクチンでの接種を希望される方
　・乳幼児や小児のワクチンが接種できる医療機関を知りたい方
　・接種券が届かない方、接種券を紛失した方、前回の接種を終えてから坂町に転入した方

　接種券が届かない方、紛失された方、前回の接種を終えてから
坂町に転入された方は接種券の申請を承ります。
　右記のQRコードから申請、または予約窓口にお電話ください。
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　新型コロナワクチンの接種には予約が
必要です。
　接種券がお手元に届いた方で接種を 
希望される場合は、予約してください。

Web予約は
こちらから 坂町コロナワクチン予約窓口

（平日９時～17時）
☎820-1545

感染症対策

　事件や交通事故、不審な状況を見たら、すぐに110番してください。警察官が場所や現場
の様子を質問しますので、落ち着いて答えてください。いたずら通報は犯罪です。悪質な場
合は検挙されることがあります。
　その他の警察窓口もご利用ください。
急を要しない相談や問合せ 言葉や耳の不自由な人のための110番
警察安全相談電話　＃9110 ファックス110番　0120－110－842
海田警察署　☎820－0110 メール110番　　　hiroshima-police@beetle.ocn.ne.jp

１月10日は「110番の日」～110番は緊急専用の電話です！～

　国民年金は年をとったとき、病気や事故で障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなった
ときに、働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。
　国民年金は20歳以上60歳未満の方は加入することが義務付けられています。
　20歳になってからおおむね２週間ほどで、日本年金機構より国民年金に加入したことをお
知らせする書類（「国民年金加入のお知らせ」等）が郵送されますので、手続きは不要です。
（厚生年金または共済年金に加入している方を除きます。）
　保険料を未納のまま放置すると、年金の給付を受け取ることができない場合があります。

問合せ　広島南年金事務所　☎253－7710　　役場税務住民課　☎820－1502

20歳を迎える方へ　国民年金加入手続きのご案内

納付猶予制度
　学生でない50歳未満の方で、ご本
人及び配偶者の所得が一定額以下の
場合に国民年金保険料の納付が猶予
される制度です。
※平成28年６月以前の期間は、30歳
未満であった期間が対象となります。

学生納付特例制度
　学生の方で、ご本人の所得が一定額以下の場合、
国民年金保険料の納付が猶予される制度です。対
象となる学生は、学校教育法に規定する大学、大
学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修
学校及び各種学校（修業年限１年以上である課
程）、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。

「募集」「イベント」「お知らせ」など
暮らしに役立つ情報をお届けします。お知らせ

〈子育て重点支援〉 坂町くらし応援クーポン券（第２弾）の
ご利用期限は１月31日（水）です！
お早めにご利用ください。
利用できる店舗はこちら→

問合せ　役場企画財政課　☎820－1507
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